
第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 被害者

 本人

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 土木部土木総務課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 公園管理瑕疵による損害賠償事務ファイル

 長崎市長

 土木部土木総務課

 公園敷地内において発生した管理瑕疵による事故に対して、管理者と当事者が示談交渉を行い、損失相当

分の賠償を行い、また保険金の請求を行うため。

１氏名、２住所、３電話番号



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 申請者、配付対象者（申請者の子、孫等）

 本人

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 土木部土木総務課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 出生記念樹配付事務ファイル

 長崎市長

 土木部土木総務課

 出生記念樹を配付するにあたり、申請者及び配付対象者の配付条件を審査し、配付日等を通知するため。

【申請者】１氏名、２住所、３電話番号【配付対象者】１氏名、２住所、３生年月日



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 登録者

 本人

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 土木部土木総務課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 稲佐山ドッグラン利用登録事務ファイル

 長崎市長

 土木部土木総務課

 ドッグラン登録者・犬を把握するため。

１氏名、２住所、３電話番号



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 申請者

 本人

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 土木部土木総務課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 都市公園内行為許可・都市公園占用許可事務ファイル

 長崎市長

 土木部土木総務課

 都市公園内行為許可・占用許可申請書に記載された申請者を登録するため。

１氏名、２住所、３電話番号



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 開発面積１，０００平方メートル以上でかつ長崎市宅地等開発指導要綱第４条の各号にあげる条件を満た

す開発行為の申請者。

 本人

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 土木部土木総務課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 都市計画法３２条の同意による開発行為の許可関係事務ファイル

 長崎市長

 土木部土木総務課

 都市計画法３２条の規定に基づき開発申請者より提出される協議書を審査するため。

１氏名、２住所、３電話番号、４その他



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 申請者及び代理人

 本人

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 土木部土木総務課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 法定外公共物（水路）、準用河川、都市下水路の占用許可事務ファイル

 長崎市長

 土木部土木総務課

 法定外公共物（水路）準用河川、都市下水路の占用許可を行うにあたり、本人からの申請を受理した後審

査を行い、許可書及び納入通知書を本人に発行するため。

１氏名、２住所、３電話番号



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 申請人及び代理人

 本人

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 土木部土木総務課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 法定外公共物（水路）、準用河川、都市下水路の接続・工事及び法定外公共物（水路）の用途廃止・付替

事務ファイル
 長崎市長

 土木部土木総務課

 法定外公共物（水路）、準用河川、都市下水路の接続・工事及び法定外公共物（水路）の用途廃止・付替

の申請書の審査を行うため。

１氏名、２住所、３電話番号



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 申請者

 本人

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 土木部土木総務課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 特殊車両通行許可認定事務ファイル

 長崎市長

 土木部土木総務課

 車両制限令に基づき、やむを得ず制限を超える車両の通行をしたい旨申請がなされた場合、検討して結果

を申請者へ通知するため。

１氏名、２住所、３電話番号、４車両番号・型式



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 申請者

 本人

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 土木部土木総務課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 道路占用許可事務ファイル

 長崎市長

 土木部土木総務課

 道路法に基づく、市道の占用を許可するにあたり、申請を受理した後、その内容の審査を行い、結果を申

請者に通知するため。

１氏名、２住所、３電話番号



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 土地所有者

 実施機関内

 含まない

 実施機関内

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 土木部土木総務課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 法定外公共物譲与申請事務ファイル

 長崎市長

 土木部土木総務課

 法定外公共物譲与申請を行うにあたって、位置の特定及び機能の確認、また譲与後の維持管理を目的とす

る。

１氏名、２住所



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 当該地周辺の土地所有者

 本人

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 土木部土木総務課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 市道敷地所有権等調査事務ファイル

 長崎市長

 土木部土木総務課

 市道敷地に関するさまざまな苦情・相談について、当該道路周辺の土地所有者の登記関係調査などを行

い、問題解決にあたるため。

１氏名、２住所、３電話番号



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 申請者、利害関係人

 本人

 含まない

 国・地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 土木部土木総務課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 市道・法定外公共物用途廃止事務ファイル

 長崎市長

 土木部土木総務課

 市道・里道の用途廃止に伴い、申請財産に係る利害関係、機能面等について実態調査を行い用途廃止の可

否を決定するため。

１氏名、２住所、３電話番号



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 申請者

 本人

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 土木部土木総務課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 道路工事施工承認事務ファイル

 長崎市長

 土木部土木総務課

 道路管理者以外の者が行う道路工事について、道路法第２４条に基づき承認するにあたり、施工者からの

申請を受理した後、申請内容の審査を行い、結果を申請者に通知するため。

１氏名、２住所、３電話番号、４識別番号



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 国庫補助事業において、土地売買契約若しくは物件移転補償契約を締結したもの。

 実施機関内

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 土木部土木総務課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 補助金請求事務ファイル

 長崎市長

 土木部土木総務課

 道路の新設改良工事に伴う国庫補助金請求書に、用地・補償費の支出先として明記するため。

１氏名、２住所



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 代替地の払下げ相手

 関係人からの聞き取り、地方自治体からの戸籍等の徴取、法務局からの全部事項証明書等の徴取、不動産

鑑定士による不動産鑑定評価

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 土木部　用地課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 代替地払下げ事務ファイル

 長崎市長

 土木部　用地課

 公共事業施工のため取得する土地の地権者に対してその代替地の払下げを行うため。

１氏名、２住所、３財産・収入



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 土地売買代金および補償費の支払い相手

 関係人からの聞き取り、地方自治体からの戸籍等の徴取、法務局からの全部事項証明書等の徴取、不動産

鑑定士による不動産鑑定評価

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 土木部　用地課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 譲渡所得税の課税の特例を受けるための証明書等発行事務ファイル

 長崎市長

 土木部　用地課

 土地の取得に伴う土地売買代金・補償金の支払い相手が譲渡所得税の課税の特例を受けるために必要な証

明書等を発行するため。

１氏名、２住所、３財産・収入



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 当該買収土地所有権者

 関係人からの聞き取り、地方自治体からの戸籍等の徴取、法務局からの全部事項証明書等の徴取、不動産

鑑定士による不動産鑑定評価

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 土木部　用地課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 土地取得事務ファイル

 長崎市長

 土木部　用地課

 公共または公共の用に供するための土地を取得するため、売買契約を行い土地代金を支払うため

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５本籍・国籍、６電話番号、７財産・収入、８親族関係、

９婚姻歴、１０家族状況、１１居住状況、１２続柄、１３主張・意見



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 当該土地上の財産権所有権者

 関係人からの聞き取り、地方自治体からの戸籍等の徴取、法務局からの全部事項証明書等の徴取、不動産

鑑定士による不動産鑑定評価

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 土木部　用地課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 土地の取得に伴う財産上の権利に対する補償事務ファイル

 長崎市長

 土木部　用地課

 公用又は公共の用に供するための土地を取得するのに伴い、当該土地上の支障物件を除去するため、補償

契約を行い補償金を支払うため

１氏名、２住所、３電話番号、４職業・職歴、５財産・収入、６居住状況、７主張・意見


